






















事 務 連 絡 

平成 29 年 12 月 26 日 

 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 御中 

 

 厚生労働省保険局高齢者医療課                        

 

平成 30・31年度保険料率の試算について（第２回） 

 

 

 後期高齢者医療制度の運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。 

 平成 30・31年度の保険料率（以下「新保険料率」という。）の試算に関しては、平成 29
年９月 19日付け事務連絡「平成 30・31年度保険料率の試算について（第１回）」に基づき、
試算をしていただいたところですが、平成 29 年 12 月 22 日に閣議決定された平成 30 年度
予算政府案等を踏まえ、新保険料率算定に係る最終的な数値等を下記のとおりお知らせし

ます。 
これらの数値等を参考に試算内容の精査を行っていただくとともに、その結果を報告い

ただきますよう、よろしくお願いします。 
 

記 
 
１ 試算に当たり参考となる数値について 
 
（１）基礎数値  

   基礎数値の全国単位の伸び率見込みは、当課において算出したところ、以下のとお
りである。これらは全国単位の数値であることから、試算に当たっては、各広域連合
の実績等を勘案して個別に見込んでいただきたい。 

 

 
平成 29年度 

(対前年度) 

平成 30年度 

(対前年度) 

平成 31年度 

(対前年度) 

①被保険者数 ３．３％ ２．８％ ２．８％ 

②被保険者一人当たり医療費 ０．４％ ▲０．７％ ０．３％ 

③総医療費 ３．７％ ２．０％ ３．０％ 

④医療給付費 ３．６％ １．９％ ３．０％ 

⑤被保険者一人当たり医療給付費 ０．２％ ▲０．９％ ０．３％ 

 

※ 被保険者一人当たり医療費について（２）の診療報酬改定の影響を反映させる等した結果、前

回の事務連絡から伸び率が変更となった。 

 

 

 

 

 



※ 各項目の算出方法 

   ① 被保険者数 

     国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29年推計）」の伸び等を用い

て推計。 

   ② 被保険者一人当たり医療費 

     平成 26～28年度の対前年伸び率の平均値（0.19%）と平成 24～28年度の対前年伸び率の平均

値（0.36%）のうち高い方（0.36%）を乗じた上で、（２）の診療報酬改定の影響を反映。 

   ③ 総医療費 

     各年度について見込まれる②被保険者一人当たり医療費に、各年度について見込まれる①被

保険者数を乗じることにより算出。 

   ④ 医療給付費 

     各年度について見込まれる③総医療費に、各年度の総医療費に対する医療給付費の割合を乗

じることにより算出。平成 28年度は速報値（H28.3～H29.2）、平成 29年度以降は過去の実績等

を踏まえた見込み値を用いて算出。 

   ⑤ 被保険者一人当たり医療給付費 

     各年度について見込まれる④医療給付費を、各年度について見込まれる①被保険者数で除す

ことにより算出。 

 

（２）診療報酬改定率 
   平成 30年度予算政府案において、診療報酬改定は以下の通りとされている。 

・ 診療報酬本体 ＋０．５５％ 

・ 薬価     ▲１．６５％ 
   うち、実勢価等改定    ▲１．３６％ 

薬価制度の抜本改革 ▲０．２９％ 

・ 材料価格   ▲０．０９％ 
 
改定率は、医療保険制度全体を通じたものであることから、後期高齢者医療制度の

保険料率の試算に当たっては、一人当たりの費用を検討する際に、加味されたい。 
 
（３）その他の数値等 

① 後期高齢者負担率 
平成 30・31 年度における高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80

号。以下「法」という。）第 100 条第３項に規定する後期高齢者負担率は、前期高齢
者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成 19 年政令第
325号。以下「算定政令」という。）を改正し、11.18％とすることを予定している（平
成 30年１月公布予定）。 

 
 
 
 
 
 
 
 



② 財政安定化基金標準拠出率（別紙参照） 

平成 30・31年度における算定政令第 19条第２項に規定する財政安定化基金拠出率
（以下「標準拠出率」という。）については、同項の規定により２年を一期間として
直近の実績に基づき設定することとなり、現時点で 10万分の 40とすることを予定し
ている（平成 30年１月公布予定）。 

 
各都道府県が定める財政安定化基金拠出率は、標準拠出率を標準として、 

・平成 29年度末時の基金残高 
・平成 30・31 年度の貸付・交付見込額（法附則第 14 条に規定する交付を見込む広
域連合はその交付見込額を含む。） 

・平成 30・31年度の償還見込額 
・平成 31年度末時点において都道府県が必要と判断する基金残高 
等を踏まえ、定めることとなる。 

 
③ 普通調整交付金 

普通調整交付金の交付額について、別添「第３回試算保険料率報告シート」中の「５．
普通調整交付金算定シート（平成 30年度）」及び「６．普通調整交付金算定シート（平
成 31年度）」を用いて算出することとし、その際には以下の係数を用いていただきた
い。 
イ 補正係数 

     平成 30年度の補正係数 1.0056、平成 31年度の補正係数 1.0054 
ロ 調整係数 

     平成 30年度の普通調整係数 0.9703、平成 31年度の普通調整係数 0.9713 
ハ 所得係数 

     各広域連合において、被保険者数の伸びや過去の実績等に基づき算出した値を
用いる。 

 
④ 保険料の賦課限度額 

平成 30・31年度における高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19年政令
第 318号。以下「高確令」という。）第 18条第１項及び第２項に規定する保険料の賦
課限度額は、高確令を改正し、現行の 57万円から 62万円とすることを予定している
（平成 30年１月公布予定）。 

 
⑤ 軽減判定所得 

平成 29年度に引き続き、平成 30年度においても経済動向等を踏まえ、低所得者の
均等割２割軽減、均等割５割軽減の軽減判定所得の見直しを予定している。具体的な
基準は以下の通りである（平成 30年１月公布予定）。 

 

  【見直しの内容】 
   ①２割軽減 
    （現行） 基準額 33万円＋49万円×被保険者数 
    （改正後）基準額 33万円＋50万円×被保険者数 
   ②５割軽減 
    （現行） 基準額 33万円＋27万円×被保険者数 
    （改正後）基準額 33万円＋27.5万円×被保険者数 
 



⑥ 保険料軽減特例の見直しについて 

被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割額の軽減措置及
び所得の低い被保険者に対する所得割額の軽減措置については、「保険料軽減特例の
見直し内容について」（平成 28年 12月 22日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務
連絡）においてお示ししたとおり、平成 29 年度から段階的に見直しを行っていると
ころであるが、次年度以降についても予定どおり見直しを行うものとして保険料率試
算を行っていただきたい。 
 

 
２ 平成 30・31年度の保険料水準について 
 
  平成 30・31年度の保険料水準については、以下も勘案の上、試算を行っていただきた
い。 

 
（１）平成 28・29年度の財政収支に係る剰余金 
   財政運営期間を通じて生じた剰余金は、原則、次期財政運営期間における収入とし

て繰り入れられるべきものであり、医療給付費の動向等を精査した上、平成 28・29年
度に生じると見込まれる剰余金について、その全額を収入として計上いただきたい。 

 
（２）財政安定化基金からの交付 
   広域連合において、保険料増加抑制のために財政安定化基金からの交付を見込む場

合には、各都道府県と協議を行っていただきたい。その際には、保険料増加抑制のた
めに財政安定化基金から交付を受けることは、次期保険料率改定において保険料増加
要因となり得ることにも、留意いただきたい。 
また、財政安定化基金の拠出率等について、各都道府県に対し平成 29 年９月 19 日

付け事務連絡「後期高齢者医療の平成 30・31年度財政安定化基金拠出率について」の

とおり連絡しているので、了知されたい。 
 
 
３ 平成 30・31年度の保険料率等の公表について 
  各広域連合議会での新保険料率の議決後、全国の新保険料率、被保険者一人当たり平
均保険料額等を取りまとめ、公表することを予定している（平成 30年４月上旬）。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



４ 試算結果の報告について 

  新保険料率の試算の結果について、別添「第２回試算保険料率報告シート」中の各シ
ート等により報告いただきたい。 

 
（１）報告内容 
   ① 新保険料率の試算結果 

「１．新保険料率検討シート」及び標準システムから出力される「保険料試
算結果内訳表」 

   ② 財政安定化基金 
      「２．財政安定化基金シート」 

③ 医療給付費等の見込み 
      「３．医療給付費等の見込報告シート①」及び「４．医療給付費等の見込報

告シート②」 

   ④ 普通調整交付金の交付額の見込み 
      「５．普通調整交付金算定シート（平成 30 年度）」及び「６．普通調整交付

金算定シート（平成 31年度）」 
⑤ 広域連合議会の開催予定日 
     ご報告いただくメール本文に記載のこと。 

 
 
（２）報告期限 
   以下の２回、新保険料率について報告いただきたい。 
    [１回目] 平成 30年１月 15日（月） 
    [２回目] 各広域連合議会での新保険料率の議決後 

※ なお、１回目において報告いただいたものと変更がない場合は、その旨ご報告
いただくのみで差し支えない。 

 
以上 

【報告先・照会先】 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

企画法令係 相原・本間 

電話 03-5253-1111(内 3154､3198) 

MAIL：aihara-hikaru@mhlw.go.jp 

homma-yuuta@mhlw.go.jp 


